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一
九
三
八
年
二
月

一
九
六

l
年
三
月

一
九
六
三
年
九
月

一
九
六
四
年
四
月

一
九
六
六
年
四
月

一
九
六
七
年
四
月

一
九
七
〇
年
四
月

一
九
七
六
年
六
月

一
九
七
八
年
四
月

一
九
七
八
年
四
月

一
九
七
八
年
四
月

一
九
八
〇
年
四
月

一
九
八
〇
年
四
月

一
九
八

一
年
四
月

l
九
八

1
年
四
月

一
九
八
二
年
四
月

出
生

(福
井
県
)

中
央
大
学
法
学
部
法
律
学
科
卒
業

司
法
試
験
第
二
次
試
験
合
格

司
法
修
習
生

(第

一
八
期
)

判
事
補

(
一
九
七
〇
年
三
月
ま
で
)

秋
田
経
済
大
学
経
営
学
部
非
常
勤
講
師

(民
法
担
当
)
(
一
九
六
八
年
三
月
ま
で
)

弁
護
士
登
録

･
横
浜
弁
護
士
会
入
会

日
本
弁
護
士
連
合
会
公
害
対
策
委
員
会
副
委
員
長

(
一
九
七
八
八
年
五
月
ま
で
)

関
東
弁
護
士
会
連
合
会
公
害
対
策
委
員
会
委
員
長

(
1
九
八
〇
年
三
月
ま
で
)

横
浜
弁
護
士
会
公
害
対
策
委
員
会
委
員
長

(
一
九
八
〇
年
三
月
ま
で
)

横
浜
弁
護
士
会
研
修
委
員
会
委
員
長

(
一
九
八
〇
年
三
月
ま
で
)

横
浜
弁
護
士
会
副
会
長

(
1
九
八

l
年
三
月
ま
で
)

神
奈
川
県
常
住
宅
管
理
協
議
会
副
会
長

(
一
九
八
二
年
九
月
ま
で
)

横
浜
地
方
裁
判
所
不
動
産
鑑
定
委
員

(現
在
に
至
る
)

横
浜
弁
護
士
会
非
弁
取
締
委
員
会
委
員
長

(
一
九
八
五
年
三
月
ま
で
)

横
浜
国
立
大
学
第
二
経
営
学
部
非
常
勤
講
師

(民
法
担
当
)
(
一
九
八
三
年
三
月
ま
で
)
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一
九
八
二
年
四
月

一
九
八
三
年
八
月

一
九
八
七
年
四
月

1
九
八
八
年
四
月

一
九
八
八
年
七
月

一
九
八
八
年
九
月

一
九
八
九
年
四
月

一
九
八
九
年
四
月

一
九
九
〇
年
四
月

1
九
九
二
年
五
月

一
九
九
二
年
九
月

一
九
九
七
年
五
月

一
九
九
九
年
四
月

二
〇
〇
三
年
三
月

二
〇
〇
四
年
四
月

二
〇
〇
六
年
四
月

二
〇
〇
七
年
六
月

関
東
十
県
弁
護
士
連
合
会
特
別
研
修
委
員
会
副
委
員
長

(
一
九
八
四
年
八
月
ま
で
)

横
浜
公
害
健
康
被
害
認
定
審
査
会
副
会
長

(
一
九
八
八
年
七
月
ま
で
)

横
浜
弁
護
士
会
司
法
修
習
委
員
会
副
委
員
長

(
一
九
八
八
年
三
月
ま
で
)

神
奈
川
県
住
宅
供
給
公
社
賃
貸
住
宅
管
理
問
題
懇
話
会
座
長

(
一
九
八
九
年
三
月
ま
で
)

横
浜
簡
易
裁
判
所
司
法
委
員

(現
在
に
至
る
)

横
浜
弁
護
士
会
業
務
対
策
委
員
会
委
員
長

(
1
九
九
二
年
八
月
ま
で
)

神
奈
川
大
学
法
学
部
法
律
学
科
非
常
勤
講
師

(裁
判
法
担
当
)
(
1
九
九
三
年
三
月
ま
で
)

神
奈
川
県
住
宅
供
給
公
社
賃
貸
住
宅
第
五
次
家
賃
審
議
会
会
長

(
一
九
八
九
年

二

一月
ま
で
)

横
浜
地
方
裁
判
所
調
停
委
員

(二
〇
〇
五
年
三
月
ま
で
)

神
奈
川
県
住
宅
供
給
公
社
賃
貸
住
宅
第
六
次
家
賃
審
議
会
会
長

(
一
九
九
二
年

二

月
ま
で
)

関
東
十
県
弁
護
士
連
合
会
特
別
研
修
委
員
会
副
委
員
長

(
一
九
九
四
年
八
月
ま
で
)

司
法
試
験
考
査
委
員

(民
法
)
(
一
九
九
九
年

二

一月
ま
で
)

神
奈
川
県
建
設
工
事
紛
争
審
査
会
会
長

(二
〇
〇
二
年
三
月
ま
で
)

神
奈
川
県
住
宅
供
給
公
社
賃
貸
住
宅
第
七
次
家
賃
審
議
会
会
長

(二
〇
〇
三
年

二

一月
ま
で
)

神
奈
川
大
学
大
学
院
法
務
研
究
科
教
授

(二
〇
〇
七
年
三
月
ま
で
)

神
奈
川
県
住
宅
供
給
公
社
賃
貸
住
宅
第
八
次
家
賃
審
議
会
会
長

(二
〇
〇
六
年

一
〇
月
ま
で
)

年
金
記
録
確
認
神
奈
川
地
方
第
三
者
委
員
会
委
員
長

(総
務
省
)
(現
在
に
至
る
)
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共
著一

九
八
四
年

一
九
九

一
年

一
九
九
四
年

『表
見
代
理
の
判
例
と
実
務
』
(金
融
財
政
事
情
研
究
会
)

『鞭
打
ち
損
傷
と
損
害
賠
償
』
(民
事
法
研
究
会
)

『差
止
訴
訟
の
法
律
実
務
』
(第

一
法
規
出
版
)
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論

文一
九
七
三
年

1
九
七
四
年

一
九
七
七
年

一
九
七
七
年

-
九
七
八
年

一
九
七
八
年

一
九
七
九
年

一
九
七
九
年

一
九
八
〇
年

一
九
八
二
年

｢弁
護
士
費
用
の
賠
償
｣
関
東
十
県
弁
護
士
研
修
教
材

｢川
崎
公
害
調
査
報
告
書
｣
横
浜
弁
護
士
会

｢公
害
健
康
被
害
補
償
法
は
こ
れ
で
よ
い
か
｣
日
弁
連
公
害
対
策
委
員
会

｢公
害
健
康
被
害
補
償
法
実
施
の
現
状
と
問
題
点
｣
ジ
ユ
リ
ス
ー
六
四
七
号

｢公
図
に
関
す
る
若
干
の
考
察
｣
横
浜
弁
護
士
会
論
集
創
刊
号

｢環
境
ア
セ
ス
メ
ン
ー
の
制
度
的
研
究
｣
横
浜
弁
護
士
会
公
害
対
策
委
員
会

｢下
水
道
と
環
境
保
全
｣
関
弁
連
公
害
対
策
委
員
会

｢下
水
道
は
こ
れ
で
よ
い
か
｣
横
浜
弁
護
士
会

｢暇
庇
あ
る
登
記
申
請
に
基
づ
-
登
記
の
効
力
｣
横
浜
弁
護
士
会
論
集
第
二
号

｢短
期
賃
貸
借
の
濫
用
に
関
す
る

一
考
察
｣
横
浜
弁
護
士
会
論
集
第
三
号
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7
九
八
三
年

一
九
八
九
年

一
九
九
〇
年

一
九
九
〇
年

二
〇
〇
七
年

｢神
奈
川
県
情
報
公
開
条
例
の
解
説
｣
横
浜
弁
護
士
会

｢会
社
更
生
が
破
産
に
移
行
す
る
場
合
の
実
務
上
の
諸
問
題

(
一
)｣
債
権
管
理
zc527

｢会
社
更
生
が
破
産
に
移
行
す
る
場
合
の
実
務
上
の
諸
問
題

(二
)｣
債
権
管
理
zd
29

｢期
待
さ
れ
る
弁
護
士
像
｣
横
浜
弁
護
士
会
業
務
対
策
委
員
会

｢民
事
法
演
習
授
業
の

一
つ
の
や
-
方

(判
例
を
使
用
し
た
場
合
を
中
心
と
し
て
)｣
神
奈
川
法
学
四
〇
巻
第

言
方
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